
   

過について（島根県） 

 

 

≪会議関係≫ 
 

○ ９月４日 第 42 回四国地区労働委員会公益委員連絡協議会 

   「和解の取組について」など３件 

○ ９月 12 日 第 1355 回公益委員会議 

   「労働組合の資格審査について」など 2 件 

○ ９月 17 日 第１２４７回愛媛県労働委員会総会 

「会長及び会長代理の選挙について」など５件 

○ ９月 26 日 第１２４8 回愛媛県労働委員会総会 

「争議行為の予告について」など９件 
 
 
 

≪集団的労使紛争関係≫ 
 
○ 審査事件 

事件番号 業種 申立年月日 
労働組合法 
７条該当号 

申立内容 終結状況 

６年(不) 
第 １ 号 

福祉業 R6.３.21 １,３ 
不利益取扱い是正 
支配介入の禁止 
謝罪文の掲示等 

R7.9.25 
一部認容 

 
 
 

≪個別的労使紛争関係≫ 
 
○ 労働相談 

  相談者数 相談件数 

９ 月 ２６ ３８ 

累計（４月～） １２０ １７０ 

※相談者数と相談件数は、相談事項が複数にわたることがあるため一致しない。 

 

  

労働委員会の窓（令和７年９月分） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金改正のお知らせ 
 

  令和７年１２月１日から愛媛県最低賃金は、 

 

   １時間 1,033 円です。 

 

●業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種支援

制度の活用をご検討ください。 

 

  ■お問い合わせ先 

  愛媛労働局  賃金室     （電話  089-935-5205）   

   又は、最寄りの労働基準監督署 

 

 


